
救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

竹
田
医
師
会
病
院

竹
田
市
大
字
拝
田
原
四
四
八
番
地

平
二
九
・

一
・

一
か
ら

平
三
一
・
一
二
・
三
一
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事
業
者
の
名

称
又
は
氏
名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所

在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法

人
長
陽
会

佐
伯
市
大
字
長

良
四
九
五
四
番

地

は
た
の
う
ら

指
定
短
期
入

所
生
活
介
護

事
業
所

佐
伯
市
蒲
江

大
字
畑
野
浦

字
田
中
村
五

九
六
番
三
二

短
期
入
所
生
活
介

護
・
介
護
予
防
短

期
入
所
生
活
介
護

平
二
八
・

四
・

一

有
限
会
社
恵

の
会

大
分
市
仲
西
町

一
―
一
―
二
四
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
こ
は
る

別
府
市
亀
川

東
町
一
二
―

八

居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

五
・

一

社
会
医
療
法

人
帰
巖
会

豊
後
大
野
市
三

重
町
赤
嶺
一
二

五
〇
番
地
一

帰
巖
会
み
え

病
院
訪
問
看

護
サ
ー
ビ
ス

豊
後
大
野
市

三
重
町
赤
嶺

一
二
五
〇
番

地
一

訪
問
看
護
・
介
護

予
防
訪
問
看
護

〃

〃

〃

帰
巖
会
み
え

病
院
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
サ
ー

ビ
ス

〃

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
・
介
護

予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

〃

株
式
会
社
グ

リ
ー
ン
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ

中
津
市
大
字
犬

丸
七
二
七
番
地

一

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

グ
リ
ー
ン
ヴ

ィ
レ
ッ
ジ

中
津
市
大
字

犬
丸
七
二
七

番
地
一

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

〃

告

示

救
急
病
院
等
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

付
保
義
務
の
発
生
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

教
育
委
員
会
告
示

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

情
報
公
開
条
例
運
用
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

個
人
情
報
保
護
条
例
運
用
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
四
一
号

十
二
月
二
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〃

〃

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

グ
リ
ー
ン
ヴ

ィ
レ
ッ
ジ

〃

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
き

り
し
ま

別
府
市
鶴
見
五

〇
〇
―
四
二

居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

つ
ば
さ

別
府
市
鶴
見

中
野
五
〇

〇
―
五
一

居
宅
介
護
支
援

〃

医
療
法
人
善

信
会

日
田
市
十
二
町

四
七
四
―
一

堀
田
ク
リ
ニ

ッ
ク
ケ
ア
プ

ラ
ン
セ
ン
タ

ー

日
田
市
十
二

町
四
八
四
―

三

〃

〃

株
式
会
社
Ｍ

Ｋ
Ｓ
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

別
府
市
大
字
鶴

見
四
四
八
九
番

地
九

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

楓
（
か
え
で
）

別
府
市
大
字

鶴
見
四
四
八

九
番
地
の
九
訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

ひ
だ
ま
り
荘

株
式
会
社

由
布
市
庄
内
町

高
岡
四
九
一
番

地

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
瑞
泉

由
布
市
庄
内

町
東
長
宝
六

五
三
番
地

通
所
介
護

〃

医
療
法
人
利

光
会

日
田
市
大
字
竹

田
三
九
五
番
地

の
一

デ
イ
ケ
ア
ご

た
ん
だ

日
田
市
大
字

竹
田
三
九
五

番
地
の
一

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
・
介
護

予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
五

反
田

〃

居
宅
介
護
支
援

〃

別
府
大
分
合

同
タ
ク
シ
ー

株
式
会
社

別
府
市
大
字
鶴

見
字
野
地
三
六

八
二
―
一

合
同
福
祉
サ

ー
ビ
ス

別
府
市
大
字

鶴
見
字
野
地

三
六
八
二
―

一

訪
問
介
護

平
二
八
・

五
・

二

合
同
会
社
千

寿

別
府
市
田
の
湯

町
三
番
七
号
ア

ラ
イ
ア
ン
ス
タ

ワ
ー
Ｚ
八
一
一

介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
千
寿

別
府
市
田
の

湯
町
三
番
七

号
ア
ラ
イ
ア

ン
ス
タ
ワ
ー

Ｚ
八
一
一

居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

五
・

五

有
限
会
社
あ

し
す
と
・
け

あ

臼
杵
市
野
津
町

大
字
亀
甲
三
七

四
五
番
地
の
一
在
宅
ケ
ア
だ

ん
だ
ん

臼
杵
市
野
津

町
大
字
都
原

二
一
四
七
番

地

訪
問
看
護
・
介
護

予
防
訪
問
看
護

平
二
八
・

五
・
一
六

社
会
福
祉
法

人
玖
珠
会

玖
珠
郡
玖
珠
町

大
字
大
隈
三
二

五
番
地

亀
鶴
苑
訪
問

介
護
サ
ー
ビ

ス

玖
珠
郡
九
重

町
大
字
町
田

四
六
番
地
の

一

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

平
二
八
・

六
・

一

〃

〃

社
会
福
祉
法

人
玖
珠
会
養

護
老
人
ホ
ー

ム
亀
鶴
苑

〃

特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
・
介
護

予
防
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護

〃

合
同
会
社
千

寿

別
府
市
田
の
湯

町
三
番
七
号
ア

ラ
イ
ア
ン
ス
タ

ワ
ー
Ｚ
八
一
一

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

千
寿

別
府
市
田
の

湯
町
三
番
七

号
ア
ラ
イ
ア

ン
ス
タ
ワ
ー

Ｚ
八
一
一

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
リ

ア
ン

別
府
市
石
垣
西

九
丁
目
一
番
―

三
八

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

里
庵

別
府
市
石
垣

東
一
〇
丁
目

四
番
二
三
号

第
二
信
用
ビ

ル
２
Ｆ

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
地

域
ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
青
空

杵
築
市
大
字
熊

野
九
一
五
番
地

二
一

地
域
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
青
空
杵
築
市
大
字

熊
野
九
一
五

番
地
二
一

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

平
二
八
・

七
・

一

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
介

護

〃

〃

〃

〃

〃

居
宅
介
護
支
援

〃

株
式
会
社
鶴

進
Ｈ
Ｍ
Ｇ

別
府
市
石
垣
西

二
丁
目
二
番
一

三
号

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

マ
イ
ウ
ェ
イ

別
府

別
府
市
鉄
輪

東
一
一
組

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

〃

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



医
療
法
人
悠

久
会

宇
佐
市
院
内
町

櫛
野
一
六
七
―

一

ヘ
ル
パ
ー
・

ス
テ
ー
シ
ョ

ン
い
し
ば
し

の
里

宇
佐
市
院
内

町
櫛
野
一
六

七
―
一

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
エ

ヴ
ァ
・
ラ
イ

フ

北
九
州
市
小
倉

南
区
蒲
生
四
―

五
―
六

ベ
ス
ト
ケ
ア

別
府

別
府
市
石
垣

東
一
〇
丁
目

一
―
一
〇

福
祉
用
具
貸
与
・

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売
・
特
定
介
護
予

防
福
祉
用
具
販
売

〃

株
式
会
社
丸

三
燃
料

中
津
市
下
池
永

八
四
〇
番
地
の

二

丸
三
グ
ロ
リ

ア
ケ
ア
プ
ラ

ン
セ
ン
タ
ー
宇
佐
市
芝
原

一
四
七
番
地
居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

七
・
一
三

一
般
社
団
法

人
あ
し
た
天

気
に
な
あ
れ

由
布
市
湯
布
院

町
川
上
三
五
七

一
番
地

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
あ

し
た
天
気
に

な
あ
れ

由
布
市
湯
布

院
町
川
上
三

五
七
一
番
地
居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

七
・
一
五

ウ
ェ
ル
ビ
ス

悠
愛
株
式
会

社

福
岡
市
南
区
曰

佐
四
丁
目
三
九

番
二
八
号

悠
愛
介
護
サ

ー
ビ
ス
い
と

う

日
田
市
亀
山

町
五
番
三
〇

号

〃

平
二
八
・

八
・

一

〃

〃

悠
愛
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
い
と
う

〃

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

〃

〃

悠
愛
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
い
と

う

〃

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

〃

〃

〃

悠
愛
介
護
シ

ョ
ッ
プ
い
と

う

〃

福
祉
用
具
貸
与
・

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売
・
特
定
介
護
予

防
福
祉
用
具
販
売

〃

優
和
株
式
会

社

日
田
市
三
和
七

六
七
番
地
九

優
和
ケ
ア
プ

ラ
ン
セ
ン
タ

ー

日
田
市
三
和

七
六
七
番
地

九

居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

八
・
二
六

株
式
会
社
き

り
し
ま

別
府
市
大
字
鶴

見
五
〇
〇
番
地

の
四
二

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

ぽ
れ
ぽ
れ

別
府
市
火
売

八
組
―
四

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

平
二
八
・

九
・

一

株
式
会
社
び

ー
・
ま
い
・

ふ
れ
ん
ど

別
府
市
山
の
手

町
九
番
三
九
号
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
の
ぼ
の

別
府
市
山
の

手
町
九
番
三

九
号
別
府
山

の
手
ラ
イ
フ

ガ
ー
デ
ン
内

訪
問
看
護
・
介
護

予
防
訪
問
看
護

〃

有
限
会
社
健

康
堂
薬
品

臼
杵
市
大
字
市

浜
八
六
五
番
地

の
一

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

は
れ
や
か
・

す
え
ひ
ろ

臼
杵
市
大
字

井
村
字
山
ノ

下
二
七
一
九

番

通
所
介
護

〃

医
療
法
人
愛

幸
会
原
病
院

日
田
市
三
本
松

二
丁
目
六
―
一

六

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
愛

幸
会

日
田
市
三
本

松
二
丁
目
六

―
一
六

居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

九
・
二
二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事
業
者
の
名

称
又
は
氏
名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

事
務
所
の
名

称

事
業
所
の
所

在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
功

尚
会

杵
築
市
大
字
南

杵
築
字
大
手
内

一
九
四
五
番
地

一

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
か
れ
ん

杵
築
市
大
字

南
杵
築
一
九

四
三
番
地

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

平
二
七
・

五
・
三
一

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百

十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及

び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



社
会
福
祉
法

人
一
燈
園

別
府
市
大
字
南

立
石
三
四
七
番

地
の
七

一
燈
園
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス
鶴
見

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

別
府
市
鶴
見

六
組
―
一

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

平
二
七
・

九
・
三
〇

社
会
福
祉
法

人
仁
愛
会

佐
伯
市
直
川
大

字
仁
田
原
一
九

六
二
番
地
の
一

は
た
の
う
ら

指
定
短
期
入

所
者
生
活
介

護
事
業
所

佐
伯
市
蒲
江

大
字
畑
野
浦

字
田
中
村
五

九
六
番
三
二

短
期
入
所
生
活
介

護

平
二
八
・

三
・
三
一

有
限
会
社
か

れ
ん

別
府
市
大
字
鶴

見
二
五
六
四
番

地
三
三

か
れ
ん
福
祉

サ
ー
ビ
ス

別
府
市
石
垣

西
三
丁
目
一

番
一
六
号

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

社
会
福
祉
法

人
竹
田
市
社

会
福
祉
協
議

会

竹
田
市
大
字
会

々
一
六
五
〇
番

地

竹
田
市
介
護

保
険
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

竹
田
市
大
字

会
々
一
六
五

〇
番
地

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

〃

株
式
会
社
フ

ォ
ワ
ー
ド

国
東
市
国
東
町

岩
屋
四
二
九
番

地
一

「
た
ん
ぽ

ぽ
」
指
定
訪

問
介
護
事
業

所

国
東
市
国
東

町
岩
屋
四
三

七
番
地
一

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

平
二
八
・

四
・

一

医
療
法
人
秋

芳
会

日
田
市
豆
田
町

五
番
二
〇
号

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
あ
き
よ
し
日
田
市
豆
田

町
五
番
四
〇

号

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

平
二
八
・

四
・
一
一

一
般
社
団
法

人
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ

ン
天
音

別
府
市
大
字
鶴

見
二
六
一
五
番

地
の
三

ケ
ア
プ
ラ
ン

セ
ン
タ
ー
天

音

別
府
市
石
垣

東
八
丁
目
三

番
三
号
小
畑

ビ
ル
一
〇
二

号

居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・

四
・
三
〇

株
式
会
社
イ

ン
タ
ー
プ
リ

ン
ツ

大
分
市
大
字
津

守
五
六
三
―
七
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
瑞
泉

由
布
市
庄
内

町
東
長
宝
六

五
三
番
地

居
宅
介
護
支
援

〃

〃

〃

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

瑞
泉

〃

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

〃

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

瑞
泉

〃

通
所
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護

〃

株
式
会
社
支

援
セ
ン
タ
ー

ら
い
ぶ
お
ん

別
府
市
大
字
内

竈
字
笹
川
三
〇

二
〇
―
一
六
二
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ひ
ま
わ
り

別
府
市
大
字

内
竈
字
笹
川

三
〇
二
〇
―

一
六
三

介
護
予
防
通
所
介

護

平
二
八
・

五
・
三
一

有
限
会
社
中

野
俊
彦
商
店

杵
築
市
山
香
町

大
字
立
石
二
二

四
七
―
一
〇

有
限
会
社
中

野
俊
彦
商
店

杵
築
市
山
香

町
大
字
立
石

二
二
四
七
―

一
〇

特
定
福
祉
用
具
販

売
・
特
定
介
護
予

防
福
祉
用
具
販
売

平
二
八
・

六
・

一

〃

〃

〃

〃

福
祉
用
具
貸
与
・

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

株
式
会
社
上

高

宇
佐
市
上
高
三

一
―
一
〇

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
や
ま
ぶ
き
宇
佐
市
上
高

三
一
―
一
〇
介
護
予
防
通
所
介

護

平
二
八
・

六
・
二
〇

医
療
法
人
聖

信
会

中
津
市
豊
田
町

六
番
地
四

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

悠
々

中
津
市
豊
田

町
六
番
地
二

〃

平
二
八
・

六
・
三
〇

社
会
福
祉
法

人
国
東
市
社

会
福
祉
協
議

会

国
東
市
武
蔵
町

古
市
一
〇
八
六

番
地
一

く
に
さ
き
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

や
す
ら
ぎ
訪

問
入
浴
介
護

事
業
所

国
東
市
安
岐

町
下
山
口
三

八
番
地
一

訪
問
入
浴
介
護
・

介
護
予
防
訪
問
入

浴
介
護

〃

有
限
会
社
み

な
み

玖
珠
郡
九
重
町

大
字
町
田
五
二

―
三

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

み
な
み
の
風

玖
珠
郡
九
重

町
大
字
町
田

五
二
―
三

介
護
予
防
訪
問
介

護

平
二
八
・

七
・
三
一

株
式
会
社
伊

東
薬
局

日
田
市
隈
一
丁

目
四
番
一
〇
号
介
護
シ
ョ
ッ

プ
い
と
う

日
田
市
亀
山

町
五
番
三
〇

号

福
祉
用
具
貸
与
・

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売
・
特
定
介
護
予

防
福
祉
用
具
販
売

〃

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



〃

〃

介
護
サ
ー
ビ

ス
い
と
う

〃

居
宅
介
護
支
援

〃

〃

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
い
と
う

〃

介
護
予
防
通
所
介

護

〃

〃

〃

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ふ
く
ふ
く

〃

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
心

和
の
里

別
府
市
大
字
鶴

見
四
五
四
八
番

地
七
九
五

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
心

和
の
里

別
府
市
大
字

鶴
見
四
五
四

八
番
地
七
九

五

介
護
予
防
通
所
介

護

〃

〃

〃

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

事
業
所
心
和

の
里

〃

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
サ

ン
ド
リ
ー
ム

東
京
都
葛
飾
区

細
田
五
―
一
五

―
六

居
宅
介
護
支

援
ク
ラ
シ
オ

テ
ラ
ス
く
に

さ
き
ゆ
め
桜

国
東
市
武
蔵

町
糸
原
四
一

二
九
―
三

居
宅
介
護
支
援

〃

〃

〃

訪
問
介
護
ク

ラ
シ
オ
テ
ラ

ス
く
に
さ
き

ゆ
め
桜

国
東
市
武
蔵

町
糸
原
三
八

七
六
―
五
エ

ア
ポ
ー
ト
ヒ

ル
ズ
Ⅱ
二
〇

二
号
室

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
ナ

カ
ゴ
ミ

山
梨
県
甲
府
市

城
東
二
丁
目
二

七
―
六

株
式
会
社
ナ

カ
ゴ
ミ

別
府
市
野
口

元
町
一
一
―

二
三

福
祉
用
具
貸
与
・

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売
・
特
定
介
護
予

防
福
祉
用
具
販
売

〃

株
式
会
社
グ

リ
ー
ン
ハ
ー

ト
ケ
ア
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

別
府
市
野
口
元

町
一
一
―
一
七
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
フ
ォ
ル
テ

シ
モ
別
府

別
府
市
楠
町

七
―
二
九

介
護
予
防
通
所
介

護

平
二
八
・

八
・
三
一

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

苞

竹
田
市
大
字
竹

田
一
五
二
九
番

地
一

夢
苞
訪
問
介

護
事
業
所

竹
田
市
大
字

竹
田
一
五
二

九
番
地
一

訪
問
介
護
・
介
護

予
防
訪
問
介
護

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

開
設
者
の
名

称
又
は
氏
名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

施
設
の
名
称
施
設
の
所
在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

医
療
法
人
二

豊
会

国
東
市
国
見
町

伊
美
一
九
六
八

番
地

医
療
法
人
二

豊
会
国
見
病

院

国
東
市
国
見

町
伊
美
一
九

六
八
番
地

介
護
療
養
型
医
療

施
設

平
二
八
・

三
・
三
一

医
療
法
人
仁

和
会

宇
佐
市
大
字
中

原
三
四
七
番
地
佐
藤
第
二
病

院

宇
佐
市
大
字

中
原
三
四
七

番
地

介
護
療
養
型
医
療

施
設

平
二
八
・
一
〇
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
か
ら
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

畑
野
浦
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

指
定
年
月
日

所
在
地

保
持
団
体

解
除
年
月
日

備
考

ゆ
た
て
神
楽

昭
四
一
・

三
・
二
二

宇
佐
市
院

内
町
大
字

日
岳

日
岳
湯
立
神

楽
保
存
会

平
二
八
・

三
・

二

国
指
定
重

要
無
形
民

俗
文
化
財

植
野
神
楽

昭
四
一
・

三
・
二
二

中
津
市
大

字
植
野

植
野
神
楽
保

存
会

平
二
八
・

三
・

二

国
指
定
重

要
無
形
民

俗
文
化
財

豊
前
蛎
瀬
神

楽

平
一
一
・

三
・
二
三

中
津
市
大

字
蛎
瀬
四

三
六
―
一

豊
前
岩
戸
神

楽
蛎
瀬
神
盛

会

平
二
八
・

三
・

二

国
指
定
重

要
無
形
民

俗
文
化
財

豊
前
福
島
神

楽

平
一
四
・

三
・
二
九

中
津
市
大

字
福
島
一

八
三
三

福
島
神
楽
保

存
会

平
二
八
・

三
・

二

国
指
定
重

要
無
形
民

俗
文
化
財

十
ヶ
平
神
楽

平
一
八
・

三
・
三
一

宇
佐
市
院

内
町
西
椎

屋
三
六
四

十
ヶ
平
神
楽

社

平
二
八
・

三
・

二

国
指
定
重

要
無
形
民

俗
文
化
財

区

分

利
用
者
数

相
談
案
内
件
数

情
報
セ
ン
タ
ー

一
〇
、
〇
七
〇

四
六
九

地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー

六
八
一

一
七
五

合

計

一
〇
、
七
五
一

六
四
四

公
開
請
求
者
数

備

考

三
八
六

法
人
等
を
含
む
。

処
理
件
数

処

理

内

訳

公

開

一
部
公
開

非
公
開

存
否
応

答
拒
否

公
文
書

不
存
在

適

用

除

外

取
下
げ

二
、
八
六
四

一
、
一
九
六

一
、
四
七
〇

八

一

一
七
四

四

一
一

区

分

処
理
件
数

知

事

一
、
五
三
一

議

会

一
七
〇

教

育

委

員

会

三
四
七

公

安

委

員

会

〇

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

尾
浦
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
四
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大

分

県

教

育

委

員

会

〇
公

告

大
分
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
七
年
度
に
お
け
る
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

情
報
公
開
窓
口
の
利
用
状
況

二

公
文
書
の
公
開
請
求
者
数
の
状
況

三

公
文
書
の
公
開
状
況

１

対
象
公
文
書
処
理
件
数
及
び
処
理
内
訳

（
単
位

件
）

２

対
象
公
文
書
処
理
件
数
の
実
施
機
関
別
内
訳

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
・
公
告
）

六



警

察

本

部

長

七
一
一

選

挙

管

理

委

員

会

八
五

監

査

委

員

〇

人

事

委

員

会

〇

労

働

委

員

会

〇

収

用

委

員

会

〇

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

〇

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

〇

公

営

企

業

管

理

者

六

病

院

事

業

管

理

者

〇

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
看
護
科
学
大
学

一
四

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

〇

大

分

県

住

宅

供

給

公

社

〇

大

分

県

土

地

開

発

公

社

〇

合

計

二
、
八
六
四

申

出

件

数

備

考

〇

区

分

件

数

備

考

不
服
申
立
て
件
数

六

前
年
度
か
ら
の
継
続
二
件

処

理

件

数

四

区

分

処

理

件

数

情
報
セ
ン
タ
ー

一
、
三
一
四

地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー

四
三
二

警
察
本
部
窓
口

―

合

計

一
、
七
四
六

区

分

閲

覧

資
料
提
供

貸
出
し

写
し
交
付

情
報
セ
ン
タ
ー

四
、
七
八
八

三
、
四
三
〇

一
七
九

一
、
五
四
六

地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー

八
六

―

―

五
一
一

警
察
本
部
窓
口

―

―

―

四

合

計

四
、
八
七
四

三
、
四
三
〇

一
七
九

二
、
〇
六
一

区

分

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報

映

像

情

報

情
報
セ
ン
タ
ー

三
四
一

〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

請
求
件
数

処

理

状

況

開

示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

適
用
除
外

取
下
げ

３

苦
情
の
申
出
の
状
況

４

不
服
申
立
て
の
状
況

四

情
報
提
供
の
状
況

１

情
報
提
供
申
出

２

行
政
資
料

（
単
位

件
）

３

そ
の
他

（
単
位

件
）

大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
状
況

１

書
面
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（
単
位

件
）

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七



一
四
三

五
八

一
三
二

〇

七

〇

二

区

分

請
求
件
数

知

事

二
一

議

会

〇

教

育

委

員

会

五
七

公

安

委

員

会

〇

警

察

本

部

長

五
六

選

挙

管

理

委

員

会

〇

監

査

委

員

〇

人

事

委

員

会

九

労

働

委

員

会

〇

収

用

委

員

会

〇

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

〇

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

〇

公

営

企

業

管

理

者

〇

病

院

事

業

管

理

者

〇

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
看
護
科
学
大
学

〇

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

〇

合

計

一
四
三

区

分

試

験

等

の

名

称

件

数

知

事

職
員
採
用
選
考

〇

准
看
護
師
試
験

〇

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

五

登
録
販
売
者
試
験

一
六

調
理
師
試
験

五

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

六

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験

〇

製
菓
衛
生
師
試
験

〇

採
石
業
務
管
理
者
試
験

〇

県
立
工
科
短
期
大
学
校
入
学
試
験

三

職
業
能
力
開
発
校
入
校
選
考
試
験

三
四

技
能
検
定
試
験

〇

職
業
訓
練
指
導
員
試
験

〇

農
業
機
械
士
技
能
検
定
試
験

〇

家
畜
人
工
授
精
講
習
会
修
業
試
験

〇

県
立
農
業
大
学
校
入
学
試
験

二

狩
猟
免
許
試
験

一

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験

〇

教
育
委
員
会

大
分
県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜

四
、
一
六
四

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
（
高
等
部
及
び
専
攻
科
）
入
学
者
選
考

一
八

大
分
県
立
中
学
校
入
学
者
選
抜

一
六
三

警
察
本
部
長

警
察
官
及
び
警
察
職
員
採
用
選
考

〇

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
試
験

〇

機
械
警
備
業
務
管
理
者
試
験

〇

猟
銃
等
講
習
会
に
お
け
る
考
査

〇

教
習
指
導
員
審
査

〇

※

請
求
の
あ
っ
た
一
事
案
を
分
割
し
て
複
数
の
処
分
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
請
求
件
数

と
処
理
状
況
の
件
数
の
計
は
一
致
し
な
い
。

開
示
請
求
件
数
の
実
施
機
関
別
内
訳

２

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
（
簡
易
開
示
）
の
状
況

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八



技
能
検
定
員
審
査

〇

運
転
免
許
技
能
試
験

一
、
一
〇
五

運
転
免
許
学
科
試
験

一
三
、
二
九
八

停
止
処
分
者
講
習
に
お
け
る
考
査
（
短
期
・
中
期
・
長
期
）

四

人
事
委
員
会

職
員
採
用
上
級
試
験

二
三
九

職
員
採
用
中
級
試
験

〇

職
員
採
用
初
級
試
験

八
四

職
員
採
用
医
療
免
許
資
格
職
試
験

一
四

警
察
官
Ａ
採
用
試
験

五
二

警
察
官
Ｂ
採
用
試
験

四
六

警
察
官
Ａ
（
女
性
）
採
用
試
験

七

警
察
官
Ｂ
（
女
性
）
採
用
試
験

一
六

身
体
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た
職
員
採
用
選
考

〇

職
員
採
用
選
考

一

病

院

局

看
護
師
採
用
選
考
試
験

七

看
護
師
（
経
験
者
）
採
用
選
考
試
験

〇

診
療
情
報
管
理
士
採
用
選
考
試
験

〇

臨
床
工
学
技
士
採
用
選
考
試
験

〇

公
立
大
学
法

人
大
分
県
立

看
護
科
学
大

学

県
立
看
護
科
学
大
学
大
学
院
入
学
試
験

一
四

県
立
看
護
科
学
大
学
特
別
選
抜
（
推
薦
、
社
会
人
）
試
験

一
七

県
立
看
護
科
学
大
学
一
般
選
抜
（
前
期
日
程
、
後
期
日
程
）
試
験

一
八

公
立
大
学
法

人
大
分
県
立

芸
術
文
化
短

期
大
学

県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
一
般
入
学
試
験

二
八

県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
推
薦
入
学
試
験

四
〇

県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
専
攻
科
入
学
試
験

一
五

県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
特
別
選
抜
入
学
試
験

〇

大
分
県
公
立
大
学
法
人
職
員
採
用
試
験

八

合

計

一
九
、
四
三
〇

請

求

件

数

処

理

状

況

訂

正

不
訂
正

〇

―

―

請

求

件

数

処

理

状

況

利
用
停
止
等

利
用
不
停
止
等

〇

―

―

申

出

件

数

備

考

〇

区

分

件

数

備

考

不
服
申
立
て
件
数

一
六

前
年
度
か
ら
の
継
続
一
一
件

処

理

件

数

八

棄
却
八
件

二

個
人
情
報
の
訂
正
請
求
の
状
況

三

個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
請
求
の
状
況

四

苦
情
の
申
出
の
状
況

五

不
服
申
立
て
の
状
況

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九


